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機自体が遊離され，分析され，問われることは
ない。第二に，多くの社会にあっては，婚姻の
規則が最初にある。それは生殖によって形成さ
れる関係を前提としている。承認された生殖
（そこに生じる承認された血縁）と承認された

対とが分かち難いものとしてまず存在する。こ
こでは，心的な契機は，関係を形成するに好ま
しいものとして承認されるか，問題とされない
か，あるいは関係の形成に対してむしろ危険な
ものとみなされるかである。第三に，道なら'ぬ
恋，の場合であっても，愛の強さや，それゆえ
の行為の強さや，またある時には作法や技法が
語られることはあるにしても，それが婚姻の制
度に対立する契機であり，相手はそれを成立さ
せない客観的な制約だとすれば，ここでも心的
な契機自体が取り出され，それ自体が，それが
可能とするものとの関係で問われるということ
はない。（３）
これに対して，語りにくいが，語らねばなら

ぬものとして，愛が常に問題になる社会は多く
ない，特異だと思う。愛とは，性と分離され，
内的な感情であるとされる社会がある。愛が，
知られるべきもの，問われるべきものとい量

１愛の歴史

１-１愛の分離・析出
多くの人が，一般的な好意と区別される愛の

存在を信じ，これは愛である，愛でないという
基準を持っている。口に出して言われない場合
にも，実践的に行われている邸llを観察者が観
察してここにはこういう原理が働いていると述
べることもできる。
またある人は，「真実の愛」について語り，

また，それをもって愛の現状を批判するかもし
れない。またある人は愛の「社会性」について
語るかもしれない。このことによってやはり批
判が行えるかもしれない。

これらの様々な道筋が確かにありうる。しか
し，ここでは問い方を少し変えてみよう。近代
の社会は，個体の「内部」に存在するものが注
目されることにより，独特の組上がり方をする。
だから，どのような時に,私達は愛を愛として，
独立したものとして語るようになるのか，その
ことと行為，社会的な場がどう関わることにな
るのかと問うのである。
けれどもこのことを考える際には慎重でなく

てはならない。いつの時代にも事実として「恋
愛関係」があり，それに加えて，またある場合
にはそれと独立に，ある承認の規則，承認の手
続きがあって，婚姻が行われる。ここには，心
的な契機が含まれている，少なくともその可能
性がある。そうした事態と近代に特有のことと
の間に違いがあるだろうか。
愛は全く語られないというわけではない。愛

がいかによいものか，気持ちのよいものかが’
あるいは，心移りや失恋が，語られてきた。
けれども第一に，それが自然に性愛・婚姻に

移行するなら，愛は，その快楽や失うことの悲
しみが表出されることはあっても，その心的契

社会制度,社会ﾛ槻語られるようになるのは，
象と結びつけられる，というより，まず他から蕾
切り離され,他のものを支えることになっｵ塒-

である。このことから様々な帰結が生じる。
-

'-２キリスト教
その契機はいかなるものだろうか。私達は歴

史的な考察を行う必要がある｡キリスト教に注
目する橋爪の議論があるo(4)
ユダヤ教の律法において行為の善し悪しは一

一他の大抵の社会もそうであるように一一婚姻
／姦淫という外的な区別に基づいて弁別さ;れる
が，キリスト教は上の区別をとりはらう，ある
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だが，ここで見出されている愛が後の時代との
連続性をもつのは，性とは別の準位に内的な存
在として措定されたことにおいてであり（連続
性をどれほど重視するかの判断は，このことの
重要性をどのように見積もるかにかかっている)，
それはまだ，他者との関係，家族という制度の
中核として遊離する近代における愛の位置とは
別のところにある。それが近代の用法に連続す
るには，転換が必要だったのである。

いはその境界をずらす（例えばマグダラのマリ
アについてのイエスの言葉)。行為の善悪は行
為の外形によって判断されない。そこで措定さ
れるのが内面である｡ここに置かれ，相互関係
を律するはずのものが愛である。
何が愛なのか。他者に汝の欲することをなせ

という黄金律は内容を特定しない。また特定の
誰それに対するもの，具体的な対象を指示する
ものではない。性愛のもつ固有対象性はむしろ
こうした意味での愛と両立しない。こうした愛
は肉体を離れ，祈りとして現れる。というより
むしろ肉体が発見され，肉体と精神の分離とい
う主題が導入されるのだと言ってもよい。
この時，初めて愛が専ら精神に帰属する実定

的な存在として存在し始める。だがこれは後の
時代の異性に対する愛ではない。それは特定の
対象に向かうもの，同時にその他の対象を排除
するものであってはならないからだ。
この時，性愛の規範を巡って，教徒内部で混

乱が生じた。婚姻，性的関係を否認する立場，
排他的な婚姻関係を否定して共有を主張する立
場などが現われる。ここで神の愛（アガペー）
と肉の愛(エロース）とを分離し，それに対し，
後者，性・婚姻は俗事であってそれを否認しな
いが，関与もしないというかたちで事態が収拾
される。それは種族の保存のために必要ではあ
るが，それに過度の関心が注がれてはならない
というわけである。依然として上述した両極の
立場は異端として現われるが，中世キリスト教
会の正統はこの立場を維持することになる。
以上述べた史実そのものは定説と言ってよい

ようだ(5)。これと後の時代との関係について
どのように考えたらよいのだろうか。確かに聖
書のテクストに，私達は｢内面｣の発見を認める
ことができる｡これは,西欧社会の成り立ちの非
常に重要な契機となっていると考えられる。(6)

１-３基本図式
心的契機としての愛が，婚姻。性・生殖と結

びつけられる経緯について検討してみよう。こ
こに成立するのは，愛情→婚姻→性→生殖とい
う時間的な連鎖であると同時に前者が後者を可
能にするという関係である。この図式への移行
についてはいくつかの説明がある。キリスト教
の教義だけでなく，実際に人々が観念し実践し
てきたこと，また多くの論者が注目している
「宮廷恋愛」等，「近代」的な形象に至る経緯
を検討すべきだが，ここではその作業は行えな
い。(7)私達がまず関心を持つのは，近代社会
の成立との関わりでこのことをどう捉えるのか
である。この主題に関する説明が，資本主義の
「精神」の成立についての説明，近代社会の作
動を捉える理論的な立場と並行していることを
みることが出来よう。

１-４その成立
1.純化
家族に従来あった，例えば，生産といった働

きを奪われた結果，婚姻に関する規範が消失し
てしまった結果，愛という心的な契機性愛に
関わる関係しかそこに存在しなくなったのだ，
と捉える捉え方があろう。（８）
これを全面的に否定しようとは思わない。し
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いう契機の中心化，近代家族の成立という説明
に対置されるのは，第一に'MaxWeberが
-やはり欲望の解放という主張に対置される
べきものとして提示した-｢資本主義の糊申」
についての議論と並行する説明である。
プロテスタント，特にピューリタンにおいて，

救われていることの確信を得るという宗教的動
機からくる世俗生活の重視，秩序ある結婚生活
の重視，それを維持するものとしての愛情の必
要性が説かれる。結婚生活の必要条件として愛
情が定立されるのであり，これは神への愛とは
別ものだが，婚姻に対して後につけ加えられた
要素としてはそれ自身から遊離された契機であ
るといえる。こうした経路を通る世俗の重視
しかも世俗生活に対する内的な規範の重視が，
Weberが「資本主義の精神」について論じた
ことに重なるのは一見して明らかである。
こうして宗教的動機によって出来上がった体

制だったものが，宗教的寛容の到来によって，
結婚生活の必要条件としての愛情という契機だ
けが残る。婚姻が性愛を独占し,その双方か愛
情によって支えられる。（'0）
4．カトリックにおける変更
宗教改革の時期，あるいはそれ以前から，カ

トリックもまた婚姻関係に対する態度を変更し
ている。歴史学においても，反宗教改革の動き
と近代における開律化」のつながりに注目が
なされているようだが，結婚に司祭の立合いが
必要とされるようになるのもこの時期である。
家庭の幸福を保つ要素としての愛が取入れられ
るようになる。その経緯を詳しく検討すること
は別の機会に譲らねばならないが，こうしてカ
トリック内部にもまた，その教説の内的な必然
的な結果ではないとしても，変化が起こる(1１)o
5．規律化
上に見たものも，家族という関係の統制への

かし，この場所に様々な力が加わっていること
もまた事実であり，その加わり方を見ておくこ
とは意味のないことではない。
2．欲望の解放
上との距離を測り難いが，欲望の解放として

これを捉える方向がある。すなわち,性愛化を，
積極的に人々の中で現われ，採用されたものと
みる考え方である。
このような説明をとっているのは，例えば

E.Shorterである｡｢1854-1914年の間に，ほ
とんどすべての夫婦において夫婦関係の「性愛
化」が生じた｣Ｏその感情革命の起源は市場資
本主義に求められる。第一に社会の閉鎖的な状
態が打ち破られる,つまり自由市場の拡大。第
二に，生活水準の上昇。第三に，工場プロレタ
リアートの登場。こうして自己中心の経済心性
が非経済的生活領域の中にも浸透し，それが個
人と共同体との絆を弱めた。この自由への希求
は特に女性に現れ，またそれは主に下層階級の
間で起こった｡その意味で，女性自身が資本主
義を求めたのだとも言える○等，と述べられ
るo(9)
こうした説明は歴史的な相対性を主張するよ

うにみえる。論者自身がそのように言明してい
る｡しかし，また一面でこれを，外的（例えば
経済的）な諸条件が揃った場合に性愛化が自然
に生じる，外的な諸条件がそれを引き起こした
という説明とも受け取れる。その限りでは，第
一の説明と実はそう隔たりがあるわけではない。
以上を無視できないとしても，注目すべき別

の説明として，愛情という場所，家族という場
所自体に関わる，ある規範，作用としてこれが
出現しているという捉え方がある。
3．プロテスタンテイズムと近代家族の精神
前代の要素を失ったこと，また欲望の解放に

よる，家族における心的な契機あるいは性愛と

-３８-



意志であり,そこに現われる事々である。ただ
それは，宗教的動機によってなされたもの，少
なくとも宗教という契機を介在させたものだが，
それだけでなく，１９世紀に入ると，さらに
「世俗的」な，政治的・政策的な作為，ある種
の教育の過程として，自覚的な個人の統制，そ
れに関わって家族に対する注目がなされる。家
庭が近代社会の秩序構築の過程で重要な場所と
みなされ，配偶者と子供への配慮という意味で
の愛情の重要性が説かれ，またこのことを前提
とした様々な介入策が行われるようになるので
ある。ここで注目すべきは，この時代，人口の
質ということが強くある人々を捉えたのだとい
うこと，そこで家族は，今いる人間の質を維持
し,また,未来の人口の質を確保する場とみな
され，注目され,介入される場となったことで
ある。ピューリタンについてみたのと同様，ま
た恐らくカトリックにおいての動機とも等しく，
ここでも健全な生殖→子の育成，健全な婚姻生
活を導くために，健全な関係が重視され，この
とき措定されたのが愛情だったのであり，前者
が後者への関心を促すのではあるが，後者が前
者の必要条件となるという関係にあるわけであ
る。家族の調査，家庭訪問，そしてこの時代以
降の生物学的な言説とともにやがてこの介入は
遺伝を巡る場面に達するのだが，これらのこと
については別稿で考察することとするo(12)

る立場さらに世俗的･政治的な過程に注目す
る立場これらは西欧社会一般の成立について
提出されていることとそのまま対応している。
これらをさらに詳しく検討し，加えて，内面の
内容自体に対して，そして私的自治の領域であ
る家族の内部に対して関与しないという体制の
形成一ここではプロテスタンテイズム→宗教
的寛容という場面だけをみた-を押さえ，内
面を基点としつつ当の者に委ねられる関係とし
ての家族，こうした単位とするそのこと自体の
外部からの規定，同時に， 外部から内容を与え
ようとする試み，これらの各々 ， 各々の関係を
記述できたなら， 近代家族の原型の形成の基本
的な歴史的過程を押さえたことになるだろう。
以上にいくつかあげた説明のどちらが正しい

のか，と決める必要はない。おそらく各々が正
しい。各々の作用がどういう具合に後に作用し
たのかを検討することは重要だがここでは行え
ない。ここでみておきたいのは，各々において
愛という言葉で意味されているものは異なって
いるのだが，これが，後に述べる不可視性・定
義不可能性によって，様々な意味を含むものと
して後の時代に引継がれ，あるいは変容してい
くということだ。個々の愛についての観念はそ
の意味内容の差異,求める方向の差異によって，
対立し衝突を起こしながらも， 総体として心的
契機の重視ということ自体は抑制されることが
なかった。そして， そうした様々 な規定が可能

１-５どの説明をとるか
このように，説明の仕方は何通りかある。そ

であるようにこの場は櫛戎されている。 こうし
た自由度を持つということ自体がまず注目され

れは近代社会の形成に対する様々な説明，すな るどききではないか。
わち，前代の要素の消失を指摘するもの，欲望 この社会には，あるものを是としあるものを

否とする，内容的な定義が様々にある。例えば
性別，性分業に関わる規範である。このことは
確かで，その諸規範は強固なものである。しか
し，それを認めても，私達はことの両面をみる

の解放として捉えるもの，さらに積極的な人の
内部を構成しようとする諸作用を見るもの，最
後のものの中でも， プロテスタンテイズムの意
義を評価する立場カトリックの変貌に着目す
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単なる身勝手と解釈されるのだが)。
2．愛は自己に対して不可視である
①私は私における愛の存在を疑うことができ

る。それは愛が全く明らかに存在できるはずだ，
という観念の存在と両立する。すなわち，内的
な感情を起動させるまた内的な動機を問うといっ
た内部への遡行において，その最終審を見るこ
とができないことによって，内的なものは不可
視性につきまとわれ，決定不可能な側面をも
つ。（'3)確かにこれは，いささか不健康な考え
ではある。だが，愛が単体として遊離されたも
のとして存在し始める時，その上でなにかと関
連づけられる時，あるものの根拠となる時，あ
るかないかといったことが問題になる時，こう
した問いが現われることにもなる。
②次に，その存在が疑われることになりやす

い条件が付与される場合，他の解釈との競合の
可能性が出て来る場合に，不可視性はより現実
的なものとなる。性に対する欲望とは独立に存
在するはずであるという条件。愛とは無前掲的
で自発的なものであるという条件。愛が向かう
のは相手の何らかの属性に対してではなく「全
人的」なものであるべきだという条件。愛とは
特定の対象にむかうはずのものだという条件。
こうした条件が付与される場合に，私達はいく
らでも愛を疑うことができる。というのも，満
たすべきとされる条件が満たされているかどう
か，判断することが容易でないからだ。

必要がある。批判的な言説の中で，内容的な規
定の側面が強調されてきた由縁は理解できるが，
少なくとも性愛の関係，家族を巡って起こって
いることは，ここだけから来るのではない。自
由と制約，拡散と内容の付与の絡まりあう総体
として，家族，近代社会を記述することを意図
する者にとって，歴史的に与えられてきた諸規
定を明らかにするのは大きな関心事だが，本稿
は前者の側面をまず描くことを目的とする。

２拡散と再規定

２-１愛の不可視性
１．愛は他者に対して不可視である
①まず愛情は，ある人がある人に対してもつ

内的な感情である。このこと自体において，そ
れは他者に対して不可視である。
②愛はそれ自体では社会的には何ものももた

らさず，秘めたる片思いでしかない。意図する
にせよ意図せざる結果であるにせよ，表現し，
表出されることによって,それは相手に伝わる。
しかしそれは愛が存在すると認知されることの
必要条件であって十分条件ではない。十分条件
である外的行為があるだろうか。相手のために
なることをする，といったことが考えられる。
これにしても虚偽の疑いを逃れることはできな
い。③また逆に，次に述べる定義の問題になる
のだが，相手のために尽くすというのでない愛
を否定しきることもできない。つまり，愛情に
由来する行為を確定できないとすれば，行為を
見ることによって愛の所在を確認することがで
きない｡一般には他者(の反応）を想定（期待）
する以上，それに発する行為も他者との関係に
おいて決まるはずなのではあるが，常識を逸脱
する行為が愛に根ざすものでないと決めつける
こともできない（もっとも大抵の場合，それは

２-２愛の定義不可能性
人は愛を異性に対して抱くものだと考える。

あるいは異性に対する愛とそれ以外の愛とを区
別する。こうして，通常，人は正常な愛と異常
な愛とを区別して認識するだろう。
けれども重要なのは，我々がそれぞれ愛の定

義をもつからといって,あるいは社会の相当の
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部分にそうした定義が行き渡っているからといつ いちに動機が貼り付けられる。これは行うべき
て，他者のそれを，正当でないものとし,愛で ことが自明とされている状況と異なっている。

何をすべきか，自明ではないo(14)例えば，相
手のためにする行い。それにしても，個々の具
体的な行為を規定する規範に比して，やはり暖
昧な部分をもっている。こうして家族の外延的
な定義が不可能になる。

ないとする原理を，愛の教説自体から引出すこ
とができないということである。 いくらでも外
形的な判断基準を人は持ち出すことができよう
が，この社会で，愛情とは内的な感情であり，
それを直接に人は知り合うことはできない。
しかも重要なのは，内面の私秘性，嘘言の可

能性といったことではない。脳生理学が発達し
て，そうした現象が異性愛とは異なったメカニ
ズムをもつ現象，ある種の「病理」現象である
ことが「実証」されるかもしれない。ＡとＢと
は脳の別のシナプスを通っている，といった具
合いに。あるいはその感情についての言明が当
人からなされたとして，それが私の，あるいは
一般的な愛についての観念と異なったとする。
この時，それを愛でないとして排除できるだ

ろうか。要するにこれは範晴化の問題であり，
境界設定の問題である。むろん，現実には，境
界の設定がなされ，異常とされるものの排除が
広範に行われているのだが，その境界設定の正
当性を間うていくならば，それが根拠を欠いて
いることをみることができる。人は年齢の相応
な，近親の関係にない異性以外の様々な人や人
以外の生物や物財に愛情をいだくことがある，
その愛情を異性愛と本質的に別物とする根拠は
与えられていない。これが愛だ，異性愛と同じ
ものであると言われた時に，それを排除するど
のような根拠も私達は持っていないということ
である。

家族一般の定義の難しさ。これはもっともな
ことだ。だが，私達が今感じている規定の難し
さと’家族の普遍的な定義の難しさとは別のこ
とである｡私達は以上述べてきたような事情に
よって，「近代家族」の定義，特にその外延的
な定義の難しさ，というよりは不可能性が生じ
ているのだと考える。（'5）

２-４基本図式の変容
基本図式（1-3）を前提として，愛につい

ての観念の性質を導き（２-１．２-２)，さら
にこれと図式を前提した場合に，家族と呼ばれ
る関係がどのような変容を被るのかを述べた。
次に，この図式の存在によって，図式そのもの
の変容が帰結し，さらにその効果が愛の性質
（２-１．２-２）の側に送り返されることを

見よう。
愛情のない結婚生活と愛情ある結婚生活とど

ちらがよいのか。後者である。では前者は愛情
のある，婚姻に至らない関係に優越するだろう
か。そうはいえないという帰結になる。愛に支
えられない婚姻が事実いくらも存在するのだが，
それはこの教説の圏内では愛に支えられた関係
より優位に立てない。こうしてここで承認され
た対としての家族の優位は自明でなくなる。
次に，愛と性は，婚姻をはさむことによって

時間の前と後ろに配置され，独立性が保たれて
いたのだが，婚姻の特権性が失われ，この境が
取払われる時，両方の境界は怪しくなる。性愛

２-３家族の定義不可能
愛がその規定をなし，その愛の対象の外延が

規定できない以上，家族の構成員をもってする
定義が不可能になるQ_第二に家族は，愛の表現
としての行為が行われる場となる。行為のいち
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い｡家族についての機肯駐義者の言明は,大方，
視点の所在が不明なのである。
この暁なお人が予め関係を観念し，その根

の規範は婚姻という外形によって保持されてい
た。だが愛の教説はその結びつきを破壊する。
そしてそれは，先述した愛の不可視性と定義不
可能性を昂進させることになる。（'6）
では性→生殖という連鎖，そこに関わる関係

はどうなるのか。有性生殖は現在のところ所与
の現実である。だからこの連鎖そのものは動か
ない。しかし，他者を介して子を自らのものと
することができる。これは，以前から養子とい
う制度のもとで行われてきたことだ。だがさら
に,生殖技術の発展はここに一部当事者の、」
と肉体の契機を入れることも可能にした。双方
のいずれにせよ，愛によって形成された関係に
おいて，その当の対における生物学的な事実を
超える生殖の可能性があるわけだが，愛の教説
自体には，こうした行いを抑止する契機はない。

拠について問いを発するとすれば（つまりは述
べてきた観念の範域に留まるのだとすれば)，
生じる問いは，定かでない愛の形をどのように
見出し，また，何を，何故，愛の関係以上のも
のとして自らに手繰り寄せていくの力竺というこ
とである。
ここでは後者について。付加されるもの，ま

ずそれは，特定の対象に対して相対的に恒常的
な関係を結ぶ関係，子を持つことを含む関係だ
とされよう。だが，その維持を正当化する接騨
の強度は弱くなっている。むろん，このことは，
こうした関係が早晩なくなってしまうことを意
味するわけではない｡実際,変化はみられるが，
広範な解体の事実はない。そこで，それが何か
を人は考えようとする。例えば生の連続性八・の
欲望，人が死すべき有限の存在であることから
来る欲望，が語られたりする('7)。けれど，重
要なのは,観察者が何を見出すかというより'も，
関係の根拠への問いが，当の者によって，何か

２-５関係の存立
こうして，愛が基底にあり，それによってし

か関係が正当化されない時，基底にあるものに
不確実性があり，それが婚姻関係・家族を暖昧
にし，また図式の存在そのものがそれ自身の正
当性を怪しいものにするという拡散の過程が存
在する｡ (2 -1～2 -4 )
感情によってしかその単位が存在しえず，こ

こから近代家族の原理的な不安定さが帰結する。
家族は家族だから，子供は子供だから，という
規範が通用しない。意志や欲望の水準でしか語
ることができず，様々のことが選択としてある
しかない。今いろいろと言われている家族の
「問題」の，少なくとも一部は，ここからは当
然のことである。それはいささかも「病理」で
はない。情緒によって形成されることと，情緒
的職能を充足」することは同じではない。ま
た，情緒的関係が存在するという以上のいかな
る附縦」がそこに付加されるかも自明ではな

を創設するというのではなく，あるはずのも凸
関係を肯定しようとする欲望，肯定することに
結びつく欲望を発見しようとするという行い程

》を自己において確か駐》よあるいはあるかない力 -

うとする行いとして行われることである。

２-６関係への介入
定義が問題化される第二の契機は，他者・社

会がここに絡んでくる場面である。問われるべ
きことは，この承認の行い，あるいは形成され
た関係に対する介入の行いが，どのように，ど
のような理由づけをもってなされ，どのよう!な
効果を生じさせているかである。
まずここで,私達は教説と現実の規範との関
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係を押えておく必要がある。法的な婚姻におい
て必要とされるのは両性の合意であり，合意の
内実を婚姻の時点で確かめることはない。自発
的な行為である必要があるが，それが問題とさ
れるのは，そうなっていないのではないかと疑
われる場合,特に当事者から訴えがなされる場
合であり，そういう場合にだけ介入が行われる。
内的な状態自体を問題にするわけではない｡つ
まり，愛の教説自体を強要し，その基準をもっ
て審査する装置がここにあるのではなく，この
教説は，まずは人々の間に観念として存在する
範型にとどまる。だから,人々の関係の現実は，
ここから逸脱しうるのであり，事実逸脱する。
だが，それにしても，問題は，どうして，ど

のように外部がこの関係を規定するかである。
これを検討するには相応の準備が必要で，今こ
こでそれを行うことは出来ないが，二つの場面
を見ておこう。そこで,･私達は，心的状態への
介入というのではないにせよ，行為の内容，質
が問われることを見ることができよう。
①当事者の間に対立が生じている場圃相互

の行為のやりとりを双方が納得していればとり
あえず問題は起こらない。また，勝手に二人が
別れるのもかまわない。しかし，そこに利害の
対立が生じている場合，当事者の間で話がすめ
ばよいが，そうでないから第三者が登場するこ
とになる。さらに，第三者による裁定がなされ
る場合，それは何らかの内容（当事者の生活・
性格）に言及するものであらざるをえない。
②次に，当事者の合意と別に許可・禁止が行

われる場面がある。家族の内部に押し込められ
てきた行為を引き受けることを拒否する場合
あるいは従来の家族の関係においてしか行われ
なかったことを行おうとする場合。こうした問
題化の可能性が確かに存在し，実際現実のもの
になっている。それが抑止されているとすれば

（されている)，問うべきは，どういう理由に
よってかということである。
例えば，子が関係する場合。日本では，正規

の婚姻関係にある夫婦の不妊「治療」目的に限
定するというかたちで人工受精の規制がなされ
ている。その根拠が問われることになる。確か
に，ここで子という他者，しかもその始まりは
当事者・他者と呼べない存在がかかっている以
上,単に当事者間（例えば契約する側と契約に
応じる精子・卵子・子宮の提供者・保有者）の
合意というだけで済むことでないのかもしれな
い。そこで持ち出されるのが，子の成育のため
の適切な環境といった条件なのだ。こうして，
誰かがその関係の，感情の内実について判断す
るという行いがなされることになる。（'8）
こうして，家族の外延行為が定かなもので

定が問題になる場面が出て来る。教説から導か
れる帰結において定義不可能であるが,少なく
とも，他者･社会が現われる水準で,定義･規
定･介入が現われる。 家族の規定・定義の問題
は，この多重性において捉えるべきであり，こ
のことを看過し，どこからその規定がきている
鋤創を無視した先験的な（実際には人々 に観念
されていることの一部を， 視点の所在を消去し
て掬いあげているのだが）定義を与えることは
無効である。 また，当事者の内的な視点だけを
問題にする方向にも限界がある。この境界設定
を巡る具体的な攻防を検証することが，家族に
ついての社会科学の一つの課題となるはずだ。

３運命としての愛

こうした拡散の方向，その反面で私達は，愛
が基底にあるとされることによって，その関係
が他の関係と殴りされた境界の内にあることも
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それを事実的な原因として,愛することもある。
愛は無前提的な始まりだから，という説明があ
る。しかし,一目ぽれにしても何かがそこにあっ
たのだともいえる。だからここのところを正確
に考えないといけない。
②交換においては何かがほしいから［目的］

と一般に言えるのに対し,愛の場合はＡのこう
いうところが魅力的「だから｣,Aが気にいっ
た「から」［原因］という具合いになる。とす
れば，目的対原因という殴り，未来対現在ある
いは過去という時間的な前後関係が問題なのだ
ろうか。しかし前者についても,何かが気にいっ
たからと言い直すこともできる。だからこの説
明も十分ではない。しかし，「ほしい」（達成は
未来で，その取得は目的となる）という言葉が
ここで成り立つかどうかという点は，問題の大
切なところをついている。
③結局，あなたを愛しているのであって，あ

なたから貰うものを愛しているのではない，と
いう素朴な言明を考えるのがよい。
物を売る場合，お金自体に目的がある。支払

う人がどういう人かは（相対的には）関係がな
い。愛はそうではない。愛の対象となるのは，
その人と関係のあるもの，単に関係があるとい
うだけでなく，その人と切り離せないものとし
て存在するものである，という答えが正解のよ
うだ。それで先に述べたことも説明できる。
①：愛するきっかけは，その人の作為的な行

為であるかもしれず，またこれに限らず人の行
為はみな意図的であるとも言え，人はその行為
をみて人を愛することがある。ここで作為でな
い，とは，その表出自体は上のいずれの意味で
も作為であってよいが，そこに表出されている
ものが,その人と必然的に結びついていること，
その人のものであるということである。
②：その人の属性自体は譲渡不可能なもので

確認しなくてはならない。そうしたなかにあっ
て，愛はどのような性質を帯びることになるの
か，またそのことによって，それに基づく関係
がどのようなものとしてあるのか，それについ
て何が言えるのか，を考える必要がある。
ある種の感情自体は，他者の作為によって，

あるいは自分の意志によっても生起させること
のできないものであるとされる。これは前提で
ある。買うことも，売ることもできない。愛は
「自発的」なものでなくてはならない。何かの
代償ではなく，無前提的な始まりでなくてはな
らない。もっと詳しく考えてみよう。

３-１愛されるということ
1．相手次第であること
一方の当事者Ａの方がどう思い，どう思われ

たいと思っていても，結局，その者に愛を感じ
たり感じなかったりするのはもう一方の当事者
Ｂであって,Aはそれを制御することができな
いという意味で,Aの側に制御不可能な部分が
残る。相手次第だという誰もが知っている事情
で，愛の関係は思いどおりに運ばない。
2．「人」に結びつくものを愛すること
だが，一般の交換の場合にも，相手の意向に

よって交換の成立は左右される。これだけでは
区別がない。ＡはＢを愛していてＢから愛を得
たいと考えるのだが，何かあげたからといって
愛は生まれないことになっている。どうしてか。

ものやお金をもらったからといって，愛する
ことになるとは限らない，という事実に違いが
求められるか。しかし，一般的な交換も条件が
折り合わなければ成立しない。これはまだ，上
に述べた陥手次第」という水準の問題である。
①だとすれば，違いは他者の作為によって生

じるものではないということだろうか。だが，
ある人が愛してもらいたくてする行為に応じて，
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ある。このことから「ほしいから」という言明，
未来に向けた，目的を前提にする愛が成り立た
ないことが分かる。
3．その人にも制御できないものを愛すること
次に，愛する対象は人（に固有のもの）であ

る，ということがどういうことかである。
制御可能であるということは，その人のもの

でなくなることだと考えることもできる。その
「人」とはそれを制御する側にあるはずだから，
あるいは，制御可能であるという事態のなかに
にあるはずだから，制御されているものそれ自
体は「人」にとっての「対象」であって，こう
したものは愛の対象とならないというのである。
そういう訳で，愛の対象であるはずのものは，
その人自身によっても制御不可能なものである
ということになる。
これは随分と現実から遊離している,事実は，

何であろうと何かが気に入れば，それが愛して
いるということなのかもしれない。しかし，ま
ず私達は，第一に，愛されるということが開

Ａが決めていいかというとそうでもない。愛せ
ないということは可能だが，愛さないという言
い方は不可能あるいは基本的に「無理」なこと
だとされていることを想起すればよい。すなわ
ちここにあるのは意志ではなく感情，行為でな
く状態，状態→行為という場合の前者だという
ことである。感情自体は基本的に制御不可能と
いうことになっている。ここで主体が制御でき
るのは,表現だけである。つまり愛してlfるが，
しかるべき事情があって，それを相手に悟られ
ないようにする，相互関係に入らないようにす
る，ということに限られる。愛する者にとって
も愛することは制御不可能なことである｡('9）

３-３運命としての愛
こうして（３-１．３-２)，愛は，愛される

ということにおいても，愛するということにお
いてもどうしようもない運命だということに
なる。
これは，業績原理という言葉からまず想像す

るものとかなり違ったものである｡このように
言うと，そう，家族は近代産業社会の原理とは
別の原理を持つ領域としてあるのだ，という言
い方がなされるのかもしれない。しかしどうだ
ろうか。何か自分で制御できないものが根底に
ある，と言えるような場面に私達はそこここで
出くわす。例えば労働という場面にしてもそう
だ｡だから，このことは他の領域にも存在する。
ただ，里の領域は，このことが最も顕わに意識

手次第である」という意味において，第二に
｢人」に関わるものが愛の対象となるという観
念の延長上に， 愛されようとする者にとって制
御不可能な場所があることを確認しておいて
よいｏ

３-２愛するということ
愛されるということ，愛される対象の性質に

ついて以上で考えた。次に，愛する主体の側に
ついて考えてみよう。これは定義権・決定権が
その主体に属するのかという問題として捉えら
れる。愛するか否かは，その人が決めていいと
いうことだろうか。
そうではない。決めていないのである。Ａが

Ｂを愛したり愛さないことを，他の人がどうこ
う言えないという意味ではＡの問題だが，では

され，また意識してよいことになっており ，仕
方のないことだということになっている場だと
いうことなのである。（2の

３-４関係の問い
このように（３-１～３-３）考えてくると，

これは「差別」ではないかという問いが立つか
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もしれない。自らの努力やなにかではどうしよ
うもないところで自分に対する扱いが違ってく
る。これは不当ではないかというのだ。もちろ
ん述べたように，実際にはありとあらゆること
が行われている。そして人は同時に，結局のと
ころそう愚かではないから，背の高さであると
か何とか様々な希少な属性が選択を決するなど
と言われてはいても，現実の大勢はそういう具
合には動いてはいないのかもしれない。だとし
ても,先の問いが消えてなくなるわけではない。
少し考えてみよう。差別だと言えるか。
まず，差別は集団的な営みだが，これは個人

的なことだという説明がある。しかし，少なく
とも個々の差別行為においては，差別されるの
も差別するのも特定の人物であることがある。
個人と集団という区別をどう考えるかが問題で
ある。次に，差別はなくすことができるもので
あるのに対して，これは仕方のないことだとい
う説明がある。しかしこうした場面に限らず，
仕方のないものだという弁明は可能である。問
題はこの「仕方のない」ということをどういう
水準で考えるかである。
これはいいも悪いもなくて，本性としてそう

いうものだからというのだ。物や行為であれば
交渉次第でどうにかなるかもしれないが，愛情
は，行為の手前にある根底的な感情そのもので
あるため，どうにもならないというのである。
これで終わりである。だが，これで終わらせな
いとしたらどうか。相手次第である（３-１-
１）ことを否定すればこれは強制に他ならない
から，問題は，愛する（か愛さない）側の心性
と愛される（か愛されない）側の属性である。
1．社会性
ここで感情の社会性をもってくる議論がある。

現代では細面が専ら重宝されている。こうした
好みは近代特有のものであって，云々といった

ものである。こうした言明が示そうとするのは，
つまりそれは規範だということ，規範だから変
えられるはずだということである。むろん，
「社会'閏が論証できたとしてもそれだけでは

変更すべきことが導けるわけではない。変更す
べきことが言えたとしても，具体的に出来るこ
とは様々あろうが，人（特に生れ出て時が立っ
てしまった特定の人）の「好み」が焦点となる
時,そう有効な手はない。しかも，内面の自由，
私的自治といったこの時代の教義との関係が問
われる。だからこうした問題は難しい。だが，
元の場所に戻ってしまった訳ではない。少なく
とも固有性，変更不能性という言明を批判する
ことは出来るからである。けれども，では代わ
りに何を持ってくるのか。
2．正しい条件？
愛が個人の感情に関わるものだということは

認めましょう。人々は他者のある属性を感受す
ることによって，愛するようになったりならな
かったりする。だが，その愛される属性を問題
にできるのではないか。そのそれぞれが愛に必
然的であるかが問われる。その本質とは何か，
本質と本質でないものをいかに区別するのかと
いうことになる。もちろんここで本質とは，愛
の生起する正しい条件ということである。
こうした問いにどう答えたらよいかわからな

い。それは本稿が真実の愛の定義や，新しい愛
の定義を見出そうという関心から書かれていな
いからでもあり，各自が観念し行っていること
を論評しようという意図が希薄であることにも
よっている。だが，私達のここでの理路，感情
の社会性というよりは感情の社会的な用法を考
えるという方向から，愛の教説を参照し，籍れ
に制約されながら，あるいはそれに違反し工些
ここに現われた問題を如何に切り抜けるかとい
う戦略を，いくつか一一他にもいろいろあるか
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もしれない-一一みておくことはできる。代替案
を提出しようとする人にとって，そのあるもの
は棄却されるかもしれぬが，その場合には，そ
の根拠を間うてみるとよいだろう。そしてそこ
から何か考えることができるかもしれない。
①相手の趣味が予測されるなら，そしてその

相手から好意を受け取ろうとすれば，自らをそ
の方向に表現すること，印象操作が行われる。
さらにマテリアルな操作も不可能ではないし，
実際行われている。愛の教説の圏内で操作が行
われているとするなら言えることは，これが露
骨な操作ではない，というように行われなくて
はならないということになろうか（といって，
スポーツ競技の場合の薬物使用に対する規制の
ようなものがあるわけではない)。確かにこの
行い自体は，先の規則に違反する。だが，結果
として同じ状態が達成される時に，何故，作為
として，何がしかの犠牲を払って行われること
の方が不当とされるのか，と問う人はいるだろ
う。薬物使用の禁止のことも念頭に置きながら，
考えてみてもよい。
②形じゃなくて心だ，といったものの言い方

がある。誠意，優しさ，等々。ここには美醜で
あるとか，先天的にどうにもならないものはあ
まり入ってこないという意味で，機会の平等と
いったらいいのか，そうした考えにうまく適合
するような気がするわけだ。努力・作為の契機
も入ってくる（だからこそ，それは平等を観念
させる）が，それを生じさせるのはその人に固
有のものであると，あるいはそうした努力の結
果が「板に付く」ということがあるだろうとも
言えるというのだ。気だてがよい，といったこ
とは,､容貌の美醜等に比べて,その人の固有の，
その人のものであった人生を反映しているでは
ないか，そしてそれはその場限りの操作という
ものとは異なるだろう，というのである。

③これは，自己のどうしようもないところを
非問題化し，なお自己に固有なものを見出そう
とするものといえるのだが，また，それはその
自己を消去してしまうことになるかもしれない。
つまり，その人の外面的な属性ではなく，譲渡
不可能な本質が愛の対象であるはずだ，という
時，ここから一つには，キリスト教にあった特
定の対象に限られない愛へという方向が，再び
見えてくる。
④また，こうした問題を（結果的に）切り抜

ける手として，愛が指し向けられるものが，自
身に向けられた相手の愛（から発するもの）そ
れ自体であるとする場合(愛されるから愛する，
愛されることを愛する）が考えられよう。愛す
るという気持ちそのものは，世の人に平等に分
配されており，決定された才能の問題ではない
（そうでないとしても，愛の相互性を条件とす
るなら，愛したくない人のことは考えにいれな
くてよい）から，その気持ちに，それから生じ
る様々な努力に相手が感応してくれるのなら，
これはなかなか平等なことだというわけだ。愛
するという最初のきっかけはどうなるのか。だ
が,双方にそういう傾動が存在するならば,きっ
かけの問題は極小化される。同時にその当の人
の固有性も極小化されるが，先濁l頂という規則
を入れれば対象の慨I性は確保される。そして
愛の制御不可肖雛という原則に抵触せず，同時
に,それに対する不満から抜けることができる。
また，そういう志向（誰かが愛してくれること
を愛する，というか，愛してくれることによっ
て相手を受け入れる）が片方にあった場合も，
先の問題の半分は片がつくことになる。

３-５境界設定への問い
上のように基点とされているものの内容を問

うというのでなく，それとある事象が関連する
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商品が交換される場としてある市場では自ら
売るものを持たない者が生活に窮するという問
題が生じる。ここに生じていることも，このこ
ととそう違わない。前者における困窮者に対し
ては例えば政治的な保障がなされる。これと同
じようなことを少なくとも可#雛としては言え
るのだということである。しかるべき関係を形
成することが出来ず困っている人を政治的に救
済するというのはグロテスクな感じがするが，
問題の総体はそう荒唐無稽なことではない。つ
まり従来愛の関係の中，家族の中にあったある
いはなかった関係や行為を，どこまでそうした
ものに独占させることを許容し，あるいは義務
とし，どこまでをそうしないのかという問題な
のである。例えば，愛を対に生じるものと置け
ば，単身者は子供を持つことができない。しか
し，ここを逸脱することは，生殖技術の進展に
よって，あるいはそれによらずとも不可能では
ない。とすればこのことをどう考えるのかとい
うことである。
当の者（達）は様々のことを欲望できるのだ

から，これは現実に現われる時，当事者の問題
としてではない。先にみた場面（２-６）では
愛を準拠にしてそれと関わる行為の範囲が問題
とされるのに対して，ここでは愛を外してある
者が取得できる行為が問題になっているという
違いはあるが,結局のところ,ある者(達>が

ことを問うという方向がありうる。
女性差別に対する批判において行われること

の一つは，場所のずれを指摘することである。
ミス東京にせよなんにせよ，そうした者を選ぶ
ということが東京都政にどういう関わりがある
のか，また何か必要上誰かを選ぶことがあって
よいにせよ，性愛の関係において有意味である
属性をそれと関わりのない場にもってくるとは
どういうことか，しかもそれが一方の性に偏っ
ているというのはどうしたことかというのであ
る。こうした批判と同様の論理を，例えば家族
自体に向けようというのである。
愛は性を正当化し，愛は婚姻を正当化してい

る。愛されない人は性からも婚姻からも疎外さ
れる。これは困ったことだ。しかし，これとて
も規範ではないか。他の時代にはなかったこと
だ。そこで，先の問いとは違った問いを立てる
ことができる。従来家族の中にあった関係,諸
行為の成立に愛という感情が必要などうかであ
る｡確かに,愛がある関係，行いを正当化する，
という場面を見てきた。しかし，結局，その内
容は定まらない。このような時，こうした問い
もまた現われうる。むろん,問いを立てること
自体はいつでも可能なのだが，ある単位が設定
され，その中でなされるべきことが規定されて
いる場合とは事情が異なるということである。
愛を基点とすることのともかくの利点は，合

意を前提していることである。当事者にとって
不本意な関係が形成されることに比べて，これ
は確かによいことである。しかし，同意だけを
条件にするのなら，このような形でなくても関
係は形成されうる。例えば商品の購入はそうい
う関係である。現実には，当事者の間に合意が
あっても禁止されている行為がいくつかある。
例えば，売買春の禁止なのだが，このことをど
ういう具合に考えたらよいのかということだ。

いかなる行為を取得できるのか，できないg地
が問題になるという点においては同じ問いがこ
こに生じているということである。

４終わりに

感情と感情が出会い，そのことによってだけ
成立した関係は何を引き受けるのか，引き受け
るということはどういうことか。関係は，選択
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的なもの，意志的なものとなる。こうした関係
や観念の道行き自体を追うこともできよう（こ
れについてはむしろ｢家族社会学者｣でない人々
によってすぐれた分析がなされている)｡ただ
ここで指摘しておきたいのは，この空白の中に，
空白であるがゆえに，様々な形式，観念が呼び
込まれていくことにもなるのだということであ
る。というよりむしろ，それを呼ぼうとする時
に，少なくともそれがあるはずだと思う時に，
空白は空白として現われてくるのかもしれず，
そうした力が働く場にあって，手近にある範型
が採用されることにもなるのだと言えよう。と
りわけこの場は，人間が生まれ現われてきた場
である。またやがて衰弱し死んでいった場であ
る。ここに何が引き入れられているのかは，こ
うした事々に関わるのである。
ひとまず関係の内部に捉えたこと（2-５．

３-４）は，このようにも，その外側からの作
用（２-６．３-５）に繋がる。ここを考える
のが課題となる。家族は愛情を交換しあってい
るだけの関係ではない。その内部で，貨幣・物
財の再分配家事労働が行われている。その歴
史的な経緯と現状，様々な悲惨とその改善策が
語られている。しかし，これらが家族に内属す
る（かしないか）ということ，家族がその外部
から法的に承認を受け規制されること，のそも
そもの意味について，男女間の利害関係，資本
制にとっての効用，現実的な制約伏変だ，と
ても家族の手に負えない…）等々，というだけ
でない場所から正面きってあまり論じられてい
ないという感じを私は受ける。境界の設定介
入は，私法，家族法においてだけでなく，それ
と別のところからも様々に行われる。歴史的に，
そして今現実に，どのように境界設定がなされ，
どのような範型が与えられ，何が禁止されてき
たのか，されているのか，そこに与えられる根

拠は何か，それを私達がどのように考えたらよ
いのか，どのような可能性があるのか，これら
のことについて一切ここで検討しなかった。考
察が必要である。これが本稿に接続する次の作
業になる。

注
（１）以上の諸関心から発する，それなりの期間
を要するだろう，かなり大きな作業の一部，その準
備としても,本稿は位置づけられる。第一点に関す
る作業は立岩［1985］（ただこれは事実の集積をあ
まり超えていない)[1986a][1987a],さらに逸脱
・刑罰という場面に限ったものだが[1986b]
[1987b]で始められている。第二点の検討は以上

ではなされず，安積他［1990］にまとめられた作業
の中で，いろいろと考えることがあったのが一つの
きっかけとなっている。この本の中で家族について
は岡原［1990］が主題的に論じており，また立岩
［1990］でも，考えるべき論点の提出というところ

をそう出ていないが，諸領域の編成，その中での家
族の位置について検討している。さらに，立岩［19
91b]で開始された「生命工学」に関する検討も，
以上の問題設定，関心に由来し，本稿とも相互に関
係を持つものである。
（２）但しここでとりあげる範型は限られたもの

である。特に，性別，性別を巡る性愛に関わる場面
（大抵の人はこれが本質的なところだと思うだろう）
が避けられている。そうした作業の意味を否定しよ
うというのではむろんない。私自身，これについて
は，まず注13に記すような場所から考察を行うつも
りである。だがここで言う愛の教説において性（帥
は必須でないことは後述することから理解されよう。
したがって，以下に記すことに性（別）がどのよう
に噛み合ってくるのか，という具合に問いを立てる
ことができるはずなのである。「性的差異」について
の論考として加藤［1990］をあげる。
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その場が揺らいでいることを見ることで，双方鋤議
論が問題にしている領野の一定の部分をひとまずは
記述できるのではないかと考える。（数多い著作のう
ち芹沢他［1986］をあげる）
だから，感情自体の本性をどう考えるかと感情の

社会的用法を検討することとは，関係しつつ，ひと
まずは独立の問題である。前者の「自然性」を全面
的に否定できる証拠は与えられていない。だと〔,て
も，後者における「社会性」を記述することが可能
である。例えば｢子供の誕生」といった把握にして
も，ここをはっきりさせながら考えるべきだ。感情
を社会学的にどう考えるかについては，岡原［1鯛6］
等がある。
(９)Shorter[1975=1977]
（10）以上２段落はWeberについての言及を除き

橋爪［1982］による。Weberの議論がその倫理”精
神の「世俗化｣，変容を含めた伝播・継続についての
説明に関して疑問を残すのに対して，ここで橋爪は
宗教的寛容を提示する。だとしても，この方向だけ
で説明し切れるかどうかは依然として問われる。
(11)Solb[1976=1985],Flandrin[1981=1987]

等，近年，フランスの歴史学の成果がかなり訳され
ている（これらを紹介し検討したものとして金井編
［1988:82-87］（宮坂靖子の執筆部分))。さらに私達

は,Foucaultによって語られたことを考えねば;ばら
ない。
（12）例えば，太田[1989][1990]｡私自身の作

業としても,現在数人の研究者とともに，「優生学」
の歴史的な推移，その社会的な意味についての検討
が始められている。
（13）不可視性については立岩[1987a]。
（14）家族における情緒的動機づけがルーティン

化された家事について失われてきているという「情
緒的動機づけの危機｣，家族で行われるべき行為につ
いての規範的動機づけが疑問視されきているという
「規範的動機づけの危機｣，それに対する国家による

（３）こういう粗雑なものの言い方に満足せず，
例えば,Flandrin[1975=1989]､Parry(ed.)[19
41=1990］に記述されている諸規則を抽出するといっ
た試みがなされるべきである。
（４）以下４つの段落は橋爪［1982］から。考え
るきっかけを与えられたという意味でも，考察の基
本的な場所を示唆されたという点でも，本稿は，こ
の論文にもっとも多くを負っている。
（５）例えばFlandrin[1981=1987]。
（６）キリスト教の特に「罪」の教説の与えたも
のについては，その歴史的変遷を含め，立岩［1985］
でともかくもある分量の作業がなされ，また［1986
a]でもごく簡単に触れられている。
（７）この領域を主題的に検討した社会学の業績
は多くはないが，それでも，「結婚と恋愛との相互の
矛盾の縮小によって両者の結合＝恋愛結婚の理念の
生成を説明せんとする考え方」を，同時に生ずる
「両者の矛盾が深化し拡大する過程」の検討ととも
に提示した井上の論考（[1966→1973]）を，私達は
既に20年以上前から有しているのである。さらに本
格的な論稿として,Luhmann[1982=1986]。ここで
は，１７世紀前半まで・17世紀後半から・18世紀中
頃から，という区分をして愛について分析している
ようだ。このいかにも重要そうな著作については全
く検討できていない。他日を期したい。
（８）例えば芹沢俊介や小浜逸郎らは，「純化」と
いう考えに近いところで論を進める。こうした議論
は「本質」へと向かう傾向がある。それに対して本
質とされるものを「相対化」する議論がある。本稿
がこうした主題を扱わず，対立に決着をつける意図
がないのは見てのとおりだ。問いの意味を否定する
のではないが，少なくとも，どちらかの側に確信を
もって付けるだけの証拠は与えられていない。まず，
何が本質かと問う前に，それが問われる場が形成さ
れていることを考えるべきではないか。そこに様々
な力が働き，にもかかわらず，あるいはそれゆえに，
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介入の在り様を検討したものとして，山田[1986a]
がある。
（15）家族の定義論について山田[1986b][1988],

江原他［1989］第３章（山田の執筆)。
（16）この辺りの分析は橋爪［1982］が詳しい。
（17）例えば,Hegelを受けて小浜逸郎はそのよ
うなことを言う。
（18）例えば代理母契約を結んだ女性が自ら出産
した子の引渡しを拒否したベビーＭ事件についての
裁判を思い起こされたい（ヤンソン［1989］が詳し
い)。
（19）経験と行為を組合せて４つのメディアを示
すL''hmannの議論とどういう関係になっているの
か，後で検討してみようと思う。それにしても，領
域の編成について本稿の最初に述べた点に関わるの
だが,Luhmannが様々に論じられているにもかか
わらず，そのメディア論については，詳細に検討さ

れることが少ないように感じられる。これが事実だ
とすれば，どういうことか。
（20）恋愛や結婚や，社会階層の形成において，

趣味や教育等々を介して，実は社会的属性が大きな
要因となっているのだということがおおいに語られ
る。その通りだろうし，その経緯が詳細に分析され
ていたりするとおもしろいとも思うが，こういう議
論でよくわからないのは，社会学の数少ない道具立
ての一つである「業績原理」と「属性原理」とを基
本的にどのように捉えているかである。もう一度よ
く考えてみる必要があるのだ。能力や性質について
の経験的な把握とそれと対立する先験的な自由の措
定，この間の対立・並存関係，その歴史的な経緯に
ついて立岩［1985］～[1987b],また「能力主義」
について立岩[1991a]で少し検討してみたが，私自
身の作業としても，明確にしておきたいところが残っ
ている。別稿を用意したい。
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